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それでは、ただいまから１１月定例教育委員会を開催いたしま

す。 

まず、前回の議事録の確認でございますが、１０月定例教育委員

会の議事録について変更ございませんでしょうか。（「ありませ

ん」と呼ぶ者あり）それでは、御了解いただきましたら、本会議終

了後に署名をお願いいたします。 

続きまして、教育長の報告事項でございますが、お手元に配付し

ております資料によりまして報告にかえさせていただきます。 

それでは、早速議事に入りたいと思います。 

議案第６５号について、事務局より説明をお願いします。 

 

議案集の１ページをお願いいたします。 

議案第６５号、平成２９年度日田市一般会計補正予算教育費につ

いてでございます。 

別冊１をお願いいたします。 

今回の補正は、増額分といたしまして、要保護準要保護就学援助

事業におきます入学準備金の増額や豆田地区の山鉾収納庫の整備事

業などで８，０２５万８，０００円、そして減額分といたしまし

て、小野小学校の災害復旧事業の確定によります減額、それから、

財津町スポーツ広場の災害復旧事業を周辺の河川の護岸工事の完了

後に行うため、今年度の工事を見送るということで、５，８００万

円。全体では、１７の事業で、２，２２５万８，０００円の増額補

正をお願いするものでございます。 

教育総務課から説明を申し上げます。 

 

それでは、議案第６５号、平成２９年度日田市一般会計補正予算

教育費について、別冊１の資料で御説明いたします。 

まず、平成２９年度１２月補正予算の概要についてでございま

す。 

資料１ページ、ＮＯ．１学校施設整備基金管理費でございます。 

国庫補助を受けて建設した旧夜明小学校校舎２階部分につきまし

て、社会福祉法人へ平成２９年１０月１日から有償貸付を予定して

おりましたことから、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律第１４条及び２２条」に基づき、事前に文部科学省に対して

財産処分手続きを行っております。 

この承認にあたっては、原則、補助金相当額の国庫納付が必要と

なりますが、今回の処分内容では、国庫納付金相当額を基金に積み

立てることとされましたことから、学校施設整備に要する経費に充

てる基金を新たに設置し、文部科学省が定めた算定方法により算出
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した金額を基金に積み立てるため、積立金４４万２，０００円の追

加をお願いするものでございます。 

財源につきましては、財産収入９万４，０００円、残り３４万

８，０００円が一般財源でございます。 

続きまして、同じく１ページ下のＮＯ．２小学校管理（計画営繕

費）でございます。 

本事業は、今年７月の九州北部豪雨により被害を受けました小野

小学校の今後の浸水対策といたしまして、学校敷地の周囲にコンク

リート擁壁を設置するため、工事請負費５００万円の追加補正をお

願いするものでございます。 

続きまして、資料３ページ、ＮＯ．３中学校管理（計画営繕費）

でございます。 

７月専決処分により計上いたしました、小野小学校の代替教室と

して使用する戸山中学校への空調機移設の経費につきまして、当初

見込んでおりませんでした電気容量の増設等の経費が必要となった

ことや当初予算で計画していなかった修繕工事が発生したことによ

り、工事請負費の増額が必要となりましたことから、２５０万円の

追加補正をお願いするものでございます。 

次に、その下のＮＯ．４公立学校施設災害復旧事業でございま

す。 

小野小学校の災害復旧工事につきましては、当初、校舎１階及び

体育館の床板張替を予定しておりましたが、床板は浸水しておら

ず、床下に潜り込んでの流入土砂の除去等の作業が可能でありまし

たことから、工事請負費４，０００万円の減額補正をお願いするも

のでございます。 

続きまして、資料の４ページをお願いいたします。 

ＮＯ．５コミュニティ・スクール推進事業でございます。 

各学校の推進委員会におきまして、それぞれ必要とする経費に変

動が生じましたことから、資料右側の補正内訳に記載のとおり、 

予算費目の組替えをお願いするものでございます。 

続きまして、資料５ページ、ＮＯ．６小学校管理費（学校配分）

及び、ＮＯ．７中学校管理費（学校配分）でございます。 

両事業は、各小中学校で執行いたします予算でございますが、各

学校での執行状況等によります予算費目の組替え、また、ＮＯ．７

の中学校管理費につきましては、組替えに加えまして、今年度、御

寄付いただきました６８万１，０００円の追加を資料右側の補正内

訳に記載のとおりお願いするものでございます。 

続きまして、資料６ページ、ＮＯ．８及びＮＯ．９の要保護準要

保護就学援助事業でございます。 

 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両事業は、要保護児童生徒援助費補助金の予算単価及び国庫補助

限度単価が改定され、入学準備金の単価が増額となったこと、及び

認定者数が当初の見込みを上回りましたことから、扶助費８６３万

７，０００円の追加補正をお願いするものでございます。 

続きまして、資料７ページ、ＮＯ．１０小学校教材設備費及び 

ＮＯ．１１中学校教材設備費でございます。 

両事業につきましては、執行状況等によります予算費目の組替え

を行うため、資料右側の補正内訳に記載のとおり、補正をお願いす

るものでございます。 

次に、資料８ページ、ＮＯ．１２小学校総合的学習の時間推進事

業及びＮＯ．１３中学校総合的学習の時間推進事業でございます。 

両事業につきましても、執行状況等によります予算費目の組替え

を行うため、資料右側の補正内訳に記載のとおり、補正をお願いす

るものでございます。 

続きまして、資料の９ページをお願いいたします。 

ＮＯ．１４伝統的建造物群保存事業でございます 

今年７月の九州北部豪雨により浸水被害を受けた豆田町伝建地区

において、水路内の土砂撤去を行うため、委託料６８０万   

３，０００円の追加補正をお願いするものでございます。 

財源の内訳につきましては、国庫補助金５２２万３，０００円、

県補助金２３７万９，０００円、過疎対策事業債は５０万円の減

額、また、一般財源も２９万９，０００円の減額でございます。 

次に、ＮＯ．１５豆田地区日田祇園山鉾収納庫整備事業でござい

ます。 

本事業は、以前から豆田地区より市に対して要望のありました 

山鉾収納庫の建設につきまして、豆田上町と下町の２町の収納庫を

建設しようとするものです。建設にあたりましては、市が建設用地

の取得を行い、設計及び工事費用の９割を補助することとしており

ます。そのため、用地取得等に係る経費及び設計に対する補助金等

の経費が必要となりましたことから、資料右側の補正内訳に記載の

とおり、補正をお願いするものでございます。 

続きまして、資料の１２ページをお願いいたします。 

ＮＯ．１６体育施設費（経常分）でございます 

総合体育館の非常用蓄電池及び直流電源装置部品の老朽化によ

り、交換整備が必要となりましたことから、修繕料４５３万  

６，０００円の追加補正をお願いするものでございます。 

次に、ＮＯ．１７財津町スポーツ広場災害復旧事業でございま

す。 

今年７月の九州北部豪雨により被害を受けました財津町スポーツ
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広場につきましては、７月専決処分により復旧工事費の予算を計上

しておりました。しかし、豪雨等による再度の被害を避けるには、

周辺の河川改良工事等が完了した後に工事を行う必要があるため、

今年度中の工事着工を中止としましたことから、工事請負費  

１，８００万円の減額をお願いするものでございます。 

以上が補正の概要でございます。 

資料の１３ページに歳入の明細書、１４ページから１８ページに

歳出の明細書を記載しております。補正額の総額につきましては、

１０款教育費が８，０２５万８，０００円の増額、１１款災害復旧

費が５，８００万円の減額となっております。 

議案第６５号、平成２９年度日田市一般会計補正予算教育費につ

きましては、以上でございます。 

 

それでは、議案第６５号についての説明が終わりましたが、御質

問等はございますか。 

 

 

二点についてお聞きしたいんですが、まずＮＯ.１の基金の積立

は、もともとある基金に積み立てるのか、新たな基金を創設すると

いうことでしょうか。 

 

今回、新たに基金を創設いたします。基金の創設につきまして

は、市の財政課が行います。 

 

次に、ＮＯ.１５の山鉾収納庫の建設ですが、２町の収納庫は同じ

場所に建てるのでしょうか。 

 

１つの土地に２町の山鉾が収納できる収納庫を建設し、山鉾の出

入りができるスペースも確保する予定としています。 

 

最初、４町一緒に建設すると聞いていたのですが。 

 

港町と中城町は、現在収納庫を持っています。また、港町は昨

年、山鉾を新調しており、中城町は来年、山鉾を新調しますことか

ら、地元の負担が大きいということもあり、収納庫を持たない豆田

上町と下町が今回、建設するということでございます。土地につき

ましては、将来的には４町分が建てられる用地を今回確保するとい

うことでございます。 
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ＮＯ.１の旧夜明小学校の校舎は、まだ文部科学省の所管となって

いるのでしょうか。今回の基金への積立の内容がよく分からなかっ

たのですが。 

 

補助金等に係る適正化に関する法律によりまして、施設の耐用年

数が残っております期間の有償貸与につきましては、建設時の国庫

補助金の返還又は基金への積立が定められております。旧夜明小学

校につきましては、建設当時、国庫補助金を受けており、まだ施設

の耐用年数が残っておりますことから、今回、基金への積立が必要

となるものでございます。 

 

ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、議案第６５号については、原案のとおり可決してよろ

しいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、議案第６５

号、平成２９年度日田市一般会計補正予算教育費につきましては、

原案のとおり可決といたします。 

続きまして、議案第６６号について、事務局より説明をお願いし

ます。 

 

議案第６６号、教育に関する事務の管理及び執行の状況について

の点検及び評価報告書につきまして、教育総務課から御説明申し上

げます。 

 

議案第６６号、教育に関する事務の管理及び執行の状況について

の点検及び評価報告書についてでございます。 

議案集の２ページと別冊２をご覧ください。 

内容につきましては、８月の外部評価員の先生方３名を交えての

説明会、また、１０月の定例教育委員会では、評価員の先生方から

いただきました評価の内容を教育委員の皆様方にご説明させていた

だいたところでございます。 

今回、その最終版が完成いたしましたので、本日御議決をいただ

ければ、この報告書を平成28年度対象事業の報告書とさせていただ

きまして、１２月の市議会定例会の教育福祉委員会に報告させてい

ただき、その後、日田市のホームページで公表する予定でございま

す。 

内容につきましては、１０月の定例教育委員会で御説明させてい

ただいておりますので、割愛させていただきます。 

以上でございます。 
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それでは、議案第６６号についての説明が終わりましたが、御質

問等はございますか。 

 

最終ページのまとめが追加されて完成ということでしょうか。 

 

教育委員の皆さまからご意見をいただきました外部評価員の先生

方からの御指摘につきましては、このまとめの部分で次回の改善事

項として上げさせていただき、完成とさせていただきたいと考えて

おります。 

 

ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、議案第６６号については、原案のとおり可決してよろ

しいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、議案第６６

号につきましては、原案のとおり可決といたします。 

続きまして、議案第６７号について、事務局より説明をお願いし

ます。 

 

議案第６７号、旧日田市立津江小学校用地及び建物、旧日田市立

津江小学校給食調理場の建物の変更につきまして、教育総務課から

御説明申し上げます。 

 

議案第６７号、旧日田市立津江小学校用地及び建物、旧日田市立

津江小学校給食調理場の建物の変更についてでございます。 

議案集は、３ページから９ページでございます。 

旧津江小学校は、児童数の減少や教育環境整備によりまして、 

平成２４年４月に上津江小学校と中津江小学校が統合し開校いたし

ましたが、平成２６年４月に津江小学校が津江中学校の敷地内に移

転しております。その移転後の跡地利用を地域住民と市が協議した

結果、一部の土地と建物を民間事業者に貸し付けることが決定し、

１１月２９日から開催する市議会定例会におきまして、必要な条例

案を御審議していただく予定でございます。 

まず、所管換えを行う用地の内容でございますが、７ページに地

籍図を掲載しておりますが、色の付いた土地の一筆で、５，９９４

平方メートルでございます。 

次に建物でございますが、８ページに学校の配置図を掲載してお

ります。色の付いた部分の２棟が対象の建物でございますが、左側

の建物が、校舎管理教室棟で、昭和５３年建築、鉄筋コンクリート

造２階建て、１，６１１平方メートルでございます。右側の建物が

給食調理場で、平成８年７月建築、木造平屋建て、３１３平方メー
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書 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トルでございます。９ページには写真を掲載しております。一番下

の写真が校舎外観、真ん中の写真が給食調理場の外観でございま

す。 

５ページには、所管換えをいたします土地、建物の財産台帳の記

載事項を掲載しております。 

６ページをお願いします。 

４の所管換え及び種別換え年月日につきましては、１１月２９日

開会予定の市議会におきまして、関連議案を御議決いただいた後に

行う予定でございます。 

以上でございます。 

 

 

それでは、議案第６７号についての説明が終わりましたが、御質

問等はございますか。 

 

土地は一筆となっていますが、全て貸し付けるのでしょうか。 

 

 

土地の所管替えは一筆で行いますが、民間事業者への土地の貸し

付けにつきましては、貸し付ける建物に応じた部分となります。 

 

ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、議案第６７号については、原案のとおり可決してよろ

しいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、議案第６７

号につきましては、原案のとおり可決といたします。 

続きまして、報告事項に移ります。 

報告第２１号について、説明をお願いします。 

 

それでは、議案集の１０ページをお願いいたします。 

報告第２１号、平成２９年１０月期分の寄附採納についてでござ

います。 

 まず、地区寄附の採納でございますが、１件となっておりまし

て、鈴連町の山本様から小野小学校へ図書購入費として、５万円を

御寄附いただいております。 

 次に一般寄附の採納が、３件となっておりまして、１件目は、九

州北部豪雨災害からの復興支援のためとしまして、埼玉県川口市在

住で版画家の森本様から、市内の小中学校３０校に対しまして、児

童図書を各４冊、２４万３，５４０円相当を御寄附いただいており

ます。 
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 ２件目は、アロハフラガーデン代表の荒川様から小野小学校へ 

九州北部豪雨災害の支援としまして、教材等の備品購入費として、

１０万円を御寄附いただいております。 

  ３件目は、株式会社 平田ナーセリー 様から市内の小学校１８校

に対しまして、チューリップの球根３，６００球をご寄附いただい

ております。 

 １０月につきましては、以上４件で、金額が１５万円と物品相当

額２４万３，５４０円、合わせまして３９万３，５４０円相当の 

御寄附をいただいております。 

報告第２１号につきましては、以上でございます。 

 

それでは、報告第２１号について御質疑がありますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。 

報告事項は以上でございます。 

それでは、次のその他をお願いいたします。 

 

次回の定例教育委員会でございますが、１２月２１日の木曜日、

午後１時３０分から勉強会、午後３時から定例教育委員会を開催し

たいと思いますので、日程調整をお願いいたします。 

 

よろしいですか。次回、１２月２１日木曜日、定例教育委員会を

１５時から、勉強会が午後１時３０分からでございます。 

ほかにございますか。ないようですので、以上で本日の定例教育

委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

終了時刻：午後３時３６分 
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